
第１０５号議案 

 

 

 

   中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和７年１１月２５日 

 

 

 

          提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

（提案理由） 

 令和８年３月１日から同年４月３０日まで及び令和９年３月１日か

ら同年４月３０日までの間における多機能端末機による証明書の交付

の申請に係る事務手数料の額の特例措置を定めるとともに、医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び建築

基準法施行令の改正に伴い規定を整備する必要がある。 



中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 中野区事務手数料条例（昭和３３年中野区条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 附則に次の２項を加える。 

５  令和８年３月１日から同年４月３０日までの間に多機能端末機

（別表第１の１の項に規定する多機能端末機をいう。）により申請

のあつた、住所又は居所に関する証明、区税その他諸収入金に関す

る証明及び印鑑に関する証明に係る事務手数料の額についての同項

並びに同表７の項及び１０の項の規定の適用については、同表１の

項、７の項及び１０の項中「２００円」とあるのは、「１０円」と

する。 

６  令和９年３月１日から同年４月３０日までの間に多機能端末機

（別表第１の１の項に規定する多機能端末機をいう。）により申請

のあつた、住所又は居所に関する証明、区税その他諸収入金に関す

る証明及び印鑑に関する証明に係る事務手数料の額についての同項

並びに同表７の項及び１０の項の規定の適用については、同表１の

項、７の項及び１０の項中「２００円」とあるのは、「１０円」と

する。 

 別表第２の６５の１５の項中「第１４条第１５項」を「第１４条第

１３項」に改め、同表１２８の５の項中「第１３７条の１２第６項」

を「第１３７条の１２第１１項」に改め、同表１２８の６の項中「第

１３７条の１２第７項」を「第１３７条の１２第１２項」に改める。 

附 則 

この条例中別表第２の１２８の５の項及び１２８の６の項の改正規

定は公布の日から、附則に２項を加える改正規定（附則第５項を加え

る部分に限る。）は令和８年３月１日から、同表６５の１５の項の改



正規定は同年５月１日から、附則に２項を加える改正規定（附則第６

項を加える部分に限る。）は令和９年３月１日から施行する。 

 


